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ろうきんインターネットバンキング（団体向け） ご利用規定 
 

第１条  ろうきんインターネットバンキング（団体向け） 

１．定義 

ろうきんインターネットバンキング（団体向け）（以下、「本サービス」といいます。）とは、パソコン等（以下、「端末」といいます。）を用い、

インターネット等のネットワークを介した依頼に基づき、当金庫が振込・振替手続き等を行うサービス（以下、「振込振替サービス」といい

ます。）、口座情報の照会を行うサービス、税金・各種料金の払込みを行うサービスおよび総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振

替（以下、「口座振替」といいます。）の各データを伝送するサービス（以下、「一括データ伝送サービス」といいます。）をいいます。 

なお、一括データ伝送サービスは、契約者の申込みにより任意に利用できるものとします。 

２．利用資格 

（１） 本サービスを申込むことができるのは、当金庫に普通預金口座（利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます。以下

同じです。）または当座預金口座を保有する団体に限ります。 

（２） 「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）利用規定」（以下、「本利用規定」といいます。）を承認し、かつ「ろうきんインターネッ

トバンキング（団体向け）利用申込書」（以下、「申込書」といいます。）または当金庫所定の他の方法により本サービスを申込まれ、

当金庫が適当と認めた団体を本サービスの利用資格者（以下、「契約者」といいます。）とします。 

（３） 契約者は、本利用規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 

（４） 当金庫が定める方法により、契約者が登録した自己団体内の端末利用者（「管理者」および「一般利用者」）のみ本サービスを利

用することができるものとし、契約者は、端末利用者に本利用規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担します。 

３．使用できる端末 

本サービスを利用するに際して使用できる端末は、契約者が管理を行っており、インターネットに接続できる環境下で当金庫が指定

するＯＳおよびブラウザソフトを備えた端末に限ります。 

４．サービス取扱時間 

本サービス取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、この取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更す

る場合があります。 

 

第２条  利用口座・代表口座 

１．利用口座 

契約者が本サービスを利用することができる口座（以下、「利用口座」といいます。）は、事前に申込書にて届出た当金庫本支店の契

約者名義の普通預金口座または当座預金口座に限ります。なお、申込書に押印する印鑑については、既に当金庫に届出ている利用

口座各々の印鑑と同一のものを使用するものとします。また、お届出いただける口座数は、当金庫所定の数を上限とします。 

２．代表口座 

利用口座のうち、契約者が代表する口座として届出た当金庫所定の種類の預金口座を「代表口座」といいます。 

３．利用口座の追加・削除 

本サービスの利用口座の追加・削除については、契約者は、当金庫所定の書面により届出ることとします。 

 

第３条  手数料等 

本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料（消費税を含みます。）をいただきます。また、振込振替サービスの振込手

数料（消費税を含みます。）、一括データ伝送サービスの振込手数料（消費税を含みます。）、口座振替手数料（消費税を含みます。）につ

いては、利用手数料とは別にいただきます。 

当金庫は、本サービスにかかる手数料等を普通預金規定、普通預金無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定等にかかわらず、通

帳、払戻請求書、キャッシュカード、当座小切手等の提出なしに、当金庫所定の方法であらかじめ契約者の指定した口座から自動的に引

落します。なお、当金庫は、本サービスにかかる手数料等を契約者に事前に通知することなく変更または新設する場合があります。 

 

第４条  本人確認 

本サービスのご利用についての本人確認は、次の方法により行います。 

１．本人確認方式 

本サービスをご利用いただく際の認証方式は、電子証明書方式とＩＤ・パスワード方式があります。電子証明書方式またはＩＤ・パスワ

ード方式の選択は、当金庫所定の書面により届出るものとします。 

（１） 電子証明書方式 

電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。 

（２） ＩＤ・パスワード方式 

ログインＩＤおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。 

２．ログインＩＤ・パスワード・暗証番号・電子証明書・合言葉の登録 

（１） ログインパスワード、確認用パスワード（以下、「パスワード」といいます。）、ログインＩＤおよび追加認証用の質問・回答（以下、「合

言葉」といいます。）については、契約者が本サービス利用開始時に、端末から当金庫所定の方法により登録するものとします。なお、

本サービスの利用に必要な合言葉は、契約者が当金庫所定の複数の質問から選択し、回答を登録することで設定できるものとしま

す。 

（２） 照会用暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号（以下、「暗証番号」といいます。）については、契約者は当

金庫に対して申込書で届出るものとし、当金庫は暗証番号を用いて所定の端末設定を行います。 

（３） 電子証明書方式をお申込みの場合は、契約者は、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所定の方法により契約者の端末にイ

ンストールするものとします。その際、第１号で取得したログインＩＤが必要となります。なお、電子証明書方式の場合は、ログインＩＤは

電子証明書のインストールのためのみに使用します。 

３．ログインＩＤ・パスワード・暗証番号・電子証明書・合言葉の管理 

（１） 契約者は、ログインＩＤ、パスワード、暗証番号、電子証明書および合言葉を第三者に知られることのないよう十分に注意し、厳重

に管理を行うものとします。なお、ログインＩＤ、パスワード、暗証番号、電子証明書および合言葉の漏洩、偽造、不正使用等による事
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故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

（２） 電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等することにより電子証明書の管理ができなくなる場合は、契約者は事前に当金

庫所定の方法により電子証明書の失効手続きおよび削除を行うものとします。契約者がこの失効手続きおよび削除を行わなかった

場合は、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の

譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールするものとし

ます。 

４．ログインＩＤ・パスワード・暗証番号の変更 

契約者は、自らの責任において、端末よりログインＩＤ（「電子証明書方式」のご利用の場合を除きます。）、パスワードを随時変更する

ことができます。 

暗証番号を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の書面により届出るものとします。当金庫は、本人確認手続きにより契約者本人

が依頼したものと認めた場合は、変更の手続きを行います。 

５．パスワード・電子証明書の有効期間等 

（１） パスワードが有効な当金庫所定の期間（以下、「有効期間」といいます。）は、１８０日間となります。契約者は、有効期間が満了す

る前までにパスワードの変更を行うものとしますが、有効期間経過後の初めてのログイン時にもパスワードを変更することができるもの

とします。なお、ログインＩＤに有効期限はありません。 

（２） 電子証明書は有効期間があります。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行うもの

とします。なお、当金庫は、契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。また、本サ

ービスが解約された場合は、電子証明書は無効となります。 

６．パスワード・暗証番号・合言葉の誤入力等 

（１） 管理者がパスワード、合言葉を当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合は、本サービスは利用閉鎖となります。その場合、

契約者は、速やかに当金庫所定の方法により届出るものとします。 

（２） 一般利用者のパスワード、合言葉の誤入力によるサービス利用閉鎖の場合は、管理者が自らの責任において、当金庫所定の方

法によりパスワード、合言葉の変更をするものとします。 

（３） 契約者が暗証番号を当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合は、本サービスは取引停止となります。その場合、契約者

は、当金庫所定の方法により取引停止解除の依頼をするものとします。 

（４） パスワード、暗証番号、合言葉を失念もしくは漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は、速やかに当金庫所定の方

法により届出および手続きをするものとします。当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

７．取引時における本人確認 

（１） 契約者は、端末によりあらかじめインストールした電子証明書を指定（電子証明書方式をご利用の場合）またはあらかじめ登録した

ログインＩＤを入力（ＩＤ・パスワード方式をご利用の場合）し、パスワード、暗証番号、当金庫が必要と認める場合は合言葉を入力して

取引を行うものとします。 

（２） 当金庫は、前号の電子証明書（電子証明書方式をご利用の場合）またはログインＩＤ（ＩＤ・パスワード方式をご利用の場合）、パスワ

ード、暗証番号、合言葉を受信し、届出の電子証明書（電子証明書方式をご利用の場合）またはログインＩＤ（ＩＤ・パスワード方式をご

利用の場合）、パスワード、暗証番号、合言葉との一致を確認した場合は、当金庫は、契約者本人からの操作であるものとみなしま

す。 

（３） 当金庫が前号により本人確認を行ったうえで取引を行った場合は、端末、電子証明書（電子証明書方式をご利用の場合）または

ログインＩＤ（ＩＤ・パスワード方式をご利用の場合）、パスワード、暗証番号、合言葉につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の

事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第５条  振込振替サービス 

１．サービスの内容 

振込振替サービスとは、あらかじめ契約者が指定した当金庫本支店における契約者名義の預金口座（以下、「支払元口座」といいま

す。）から振込・振替資金および振込手数料（消費税を含みます。）を引落しのうえ、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制

度に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座（以下、「振込先口座」といいます。）に振込・振替を行うサービスをいいます。 

本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。また、振込先口座の預金科目等は、当金庫所定のものとします。 

（１） 資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが当金庫同一店内にあり、かつ同一名義である場合の資金移動を、当金庫は、

「振替」取引として取扱います。 

（２） 資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが異なる名義の場合の資金移動、支払元口座と取扱店が異なる契約者本人名義

の振込先口座への資金移動および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店にある振込先口座への資金移

動を、当金庫は、「振込」取引として取扱います。 

２．振込先口座の登録 

（１） 都度指定方式 

振込・振替の予約を行う場合は、都度、契約者が口座を指定することにより行うことができます。その場合の当該振込先口座につ

いては、契約者の責任において、任意に登録・削除することができるものとします。 

（２） 事前登録方式 

契約者が振込・振替を行う際の当該振込先口座については、契約者の希望により、当金庫所定の書面で届出ることにより口座登

録することができるものとします。 

３．取引限度額 

（１） １日あたりおよび１回あたりの取引限度額は、当金庫所定の取引限度額（振込手数料は含みません。）以内で、契約者がお申込み

いただいた取引限度額の範囲内とします。なお、当金庫は、当金庫所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する

ことがあります。 

（２） 契約者が取引限度額を変更する場合は、当金庫所定の方法により届出るものとします。当金庫所定の取引限度額または契約者

により申込まれた取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、

変更後の取引限度額にかかわらず実行します。 

４．取引の依頼 
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（１） 契約者が事前に届出た口座（以下、「振込先事前登録口座」といいます。）への振込・振替取引の依頼を行う際は、契約者は、当

金庫が振込先事前登録口座の登録完了後に通知する受取人番号を入力し、振込・振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手

順に従って入力して当金庫に送信します。なお、振込先事前登録口座への振込・振替取引は、当金庫所定の時間内に限り、即時

資金移動ができます。また、振込・振替指定日を翌営業日以降の当金庫が指定する時限内で指定（以下、「振込・振替予約」といい

ます。）することもできます。 

（２） 契約者が事前に届出ていない口座（以下、「都度指定口座」といいます。）への振込・振替取引の依頼を行う際は、契約者は、振

込先口座の金融機関、店舗名、振込・振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って入力して当金庫に送信するものと

します。なお、都度指定口座への振込・振替は、振込・振替予約のみ行うことができます。 

５．取引依頼内容の確定 

当金庫は、前項の暗証番号を受信し、届出の暗証番号との一致を確認した場合は、当金庫は、契約者本人の取引依頼が確定したも

のと認め、指定日付で取引の手続きを行います。 

依頼内容が確定したときは、当金庫はその旨の通知を契約者に送信しますので、契約者は、その通知内容を確認するものとします。

なお、契約者は、回線障害等により取扱いが中断した場合またはこの通知が届かない場合は、直ちにお取引店に照会するものとしま

す。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

６．振込・振替資金の引落し 

（１） 依頼日当日付での振込・振替は、ご依頼の内容が確定した時点で、当金庫は、直ちに支払元口座から振込・振替金額を引落しの

うえ、当金庫所定の方法で振込・振替の手続きをします。 

（２） 振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので、契約者は、前営業日までに振込・振替資

金を入金するものとします。 

（３） 振込・振替資金は、当金庫は、依頼内容確定時（ただし、振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日とします。）に普通預金規

定、普通預金無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカード、当座小切手等の

提出なしに支払元口座から自動的に引落します。また、領収書等は発行しません。 

（４） 指定日に支払元口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払元口座から払戻すことのできる金額を超えると

きは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。 

７．取引予約の取消 

振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日（前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日としま

す。）までに行う場合に限り、契約者は、端末を用いて当金庫所定の方法により取消を行うことができるものとします。なお当金庫への依

頼時間帯によっては取消ができないことがあります。 

８．取引依頼内容の照会 

振込・振替取引の依頼内容は、契約者は、端末により当金庫所定の期間、方法によって照会できるものとします。 

９．取引の成立確認 

振込・振替取引は、振込・振替資金等を当金庫が支払元口座より引落した時に成立するものとします。 

１０．取引の不成立 

次に掲げる場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより契約者

に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

ⅰ．振込・振替の取引金額と振込手数料等の合計額が支払元口座の支払可能残高を超えるとき。 

ⅱ．支払元口座または振込先口座が解約済のとき。 

ⅲ．契約者より支払元口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをとったとき。 

ⅳ．差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 

ⅴ．災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断したとき。 

ⅵ．当金庫より返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が当金庫所定の時間内に終了しなかったとき。 

ⅶ．当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより取引を不成立とすることが

適当と当金庫が判断したとき。 

ⅷ．当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となったとき。 

１１．組戻し（取消・返却）・振込内容の変更 

（１） 確定した依頼に基づき、当金庫が発信した資金について、振込先口座への入金ができない等の理由により振込先の金融機関か

ら返却された場合は、支払元口座に入金することがあります。なお、当初振込に要した振込手数料（消費税を含みます。）は返却しま

せん。 

（２） 確定した依頼に基づき、当金庫から振込先の金融機関に発信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは内容変更を依頼する場

合は、支払元口座の口座開設店に当金庫所定の方法により申込むものとします。 

（３） 当金庫は、当金庫所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者からの依頼に基づき、組戻しまたは内容変更の依頼

の電文を振込先の金融機関に発信します。 

（４） 組戻し依頼により振込先の金融機関から返却された資金は、支払元口座に入金します。この場合は、当金庫所定の組戻手数料

を第６項第３号の方法により支払元口座から引落します。なお、当初振込に要した振込手数料（消費税を含みます。）は返却しませ

ん。 

（５） 組戻しは振込先の金融機関の承諾後に行うことから、当金庫が依頼を受付けた場合であっても組戻しできないことがあります。こ

の場合は、契約者が受取人との間で協議を行うものとします。 

１２．取引内容の確認 

（１） 契約者は、本サービスによる取引後、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を確認するも

のとします。取引内容、残高に相違があるときは、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。 

（２） 契約者と当金庫の間で取引内容、残高について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なも

のとして取扱います。 

 

第６条  照会サービス 

１．サービスの内容 
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照会サービスとは、あらかじめ契約者が指定した当金庫本支店の契約者名義の口座の残高および入出金明細等の情報の照会を行

うサービスをいいます。 

２．照会の依頼 

口座情報照会の依頼にあたっては、契約者は、照会の種別、対象口座、暗証番号等を所定の手順に従って当金庫に送信するものと

します。 

３．情報の返信 

当金庫は、照会依頼を受信し、当金庫が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認した場合は、当金庫は契約者が依頼

に用いた端末に口座情報を返信します。なお、当金庫が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合がありま

す。 

４．返信内容の取消・訂正 

契約者からの依頼に基づいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後

であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このよう

な訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第７条  税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」サービス 

１．サービス内容 

税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」サービス（以下、「料金等払込み」といいます。）は、当金庫所定の収納機関に対し、税

金、手数料、料金等（以下、「料金等」といいます。）の払込みを行うため、契約者が契約者の端末から本サービスを利用して払込資金

を代表口座または利用口座から引落す（当座貸越契約がある場合は貸越可能残高から引落す場合を含みます。以下同じです。）こと

により、料金等の払込みを行うサービスをいいます。なお、料金等払込みで払込みができる料金等は、当金庫所定のものに限ります。 

２．国庫金の納付 

国庫金の払込みがされた場合は、当金庫は、当該払込資金を労働金庫連合会を通じて収納機関に納付します。 

３．サービス取扱時間 

料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により当金

庫の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容

を確認する等の際に、当金庫所定の処理時間内での手続きが完了しない場合は、取扱いできない場合があります。 

４．利用手数料 

（１） 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。 

（２） 当金庫は､前号の利用手数料を契約者の指定する口座から通帳、払戻請求書等の提出なしに引落します。 

５．操作方法 

（１） 料金等払込みをするときは、契約者は、当金庫が定める方法および操作手順に従うものとします。 

（２） 契約者は、契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当金庫

所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼するものとします。ただし、契約

者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選

択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当金庫の本サービスに引継がれます。 

（３） 契約者は、前号本文の照会または前号ただし書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情

報を確認したうえ、確認用パスワードその他当金庫所定の事項を正確に入力するものとします。 

（４） 当金庫は前号の確認用パスワードを受信し、届出の確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込

みを行う内容を表示しますので、契約者は、その内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込みを行うものとしま

す。 

６．払込取引の成立時点 

料金等払込みにかかる取引は、当金庫がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成

立するものとします。 

７．払込取引の不能 

次に掲げる場合は、料金等払込みを行うことができません。 

ⅰ．停電、故障等により取扱いできないとき。 

ⅱ．申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が手続き時点において、契約者の預金口座から引落すこ

とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。）を超えるとき。 

ⅲ．１日あたりまたは１回あたりの利用金額が当金庫の定めた範囲を超えるとき。 

ⅳ．契約者の預金口座が解約済みのとき。 

ⅴ．契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 

ⅵ．差押等やむを得ない事情があり、当金庫が不適当と認めたとき。 

ⅶ．収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。 

ⅷ．当金庫所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力したとき。 

ⅸ．本利用規定に基づく利用停止、解約等、本サービスの利用が不可能なとき。 

ⅹ．その他当金庫が必要と認めたとき。 

８．払込取引の取消 

（１） 料金等払込みにかかる取引が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。 

（２） 収納機関の連絡により料金等払込みが取消されることがあります。 

９．領収書の取扱い 

当金庫は､料金等払込みにかかる領収書（領収証書）を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での

収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、契約者は、収納機関に直接問合せするものとします。 

１０．サービス利用停止 

所定の項目の入力を当金庫または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。

料金等払込みサービスの利用を再開するには、契約者は、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続きを行うものとします。 
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第８条  総合振込サービス、給与振込・賞与振込サービス 

１．サービスの内容 

（１） 総合振込サービスとは、契約者からの依頼に基づき、代表口座または利用口座から振込資金および振込手数料（以下、「振込資

金等」といいます。）を引落しのうえ、総合振込を行うサービスをいいます。 

（２） 給与振込・賞与振込サービスとは、契約者からの依頼に基づき、代表口座または利用口座から振込資金等を引落しのうえ、給与

振込・賞与振込を行うサービスをいいます。なお、給与振込・賞与振込は、契約者の役員、従業員に対する報酬、給与・賞与の振込

に限るものとします。 

２．振込事務の受託 

（１） 総合振込 

当金庫は、本サービスを利用した契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。 

（２） 給与振込・賞与振込 

当金庫は、本サービスを利用した契約者からの依頼による契約者が支給する給与・賞与等の振込事務を受託します。 

３．支払元口座 

支払元口座は、利用口座（代表口座を含みます。）として登録されている普通預金口座（利息を付さない旨の約定のある普通預金を

含みます。）または当座預金口座とします。 

４．振込先指定口座 

振込先として指定できる口座は、当金庫の国内本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の口座

とします。なお、振込指定口座の預金科目等は、当金庫所定のものとします。 

５．取引限度額 

（１） １日あたりおよび１回あたりの取引限度額は、当金庫所定の取引限度額（振込手数料は含みません。）以内で、契約者がお申込み

いただいた取引限度額の範囲内とします。なお、当金庫は、当金庫所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する

ことがあります。 

（２） 契約者が取引限度額を変更する場合は、当金庫所定の方法により届出るものとします。当金庫所定の取引限度額または契約者

により申込まれた取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、

変更後の取引限度額にかかわらず実行します。 

６．取引の依頼 

（１） 依頼方法 

契約者は、当金庫所定の時間内に当金庫所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容および確認用パスワードを正確

に入力のうえ、当金庫に取引を依頼するものとします。 

（２） 処理依頼日 

契約者は、当金庫所定の期間の営業日を処理依頼日として指定できるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知するこ

となくこの期間を変更することがあります。 

７．取引依頼内容の確定 

当金庫は、前項の確認用パスワードを受信し、届出の確認用パスワードとの一致を確認した場合は、当金庫は、契約者本人の取引

依頼が確定したものと認め、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。契約者は、受付が完了したことを必ず本サービスの取

引状況照会等で確認するものとします。 

８．振込資金の振込等 

（１） 契約者は、振込指定日の前営業日までに振込資金等を支払元口座へ入金することとします。なお、残高不足の場合は、振込を中

止させていただく場合があります。 

（２） 振込資金は、普通預金規定、普通預金無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッ

シュカード、当座小切手等の提出なしに支払元口座から自動的に引落します。また、領収書等は発行しません。 

（３） 前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合（第５条第１０項に準ずる場合をいいます。）は、当該取引の依頼は取消

されたものとして取扱います。この取扱いにより契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任

を負いません。 

９．入金通知 

当金庫は、振込受取人に対し入金通知は行いません。 

１０．支払開始時期 

給与振込・賞与振込について、給与振込金・賞与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前１０時からとします。 

１１．振込手数料 

総合振込、給与振込・賞与振込に際しては、当金庫所定の振込手数料がかかります。 

１２．取引依頼内容の取消・組戻し 

（１） 契約者が当金庫に依頼した取引については、取消可能時限までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて当金庫所定の方法に

より取消を行うことができるものとします。なお、当金庫への依頼時間帯によっては、取消できなことがあります。 

（２） 振込手続きにおいて振込先への入金ができない場合は、契約者は、金庫所定の方法にて組戻しを依頼するものとします。組戻し

については、第５条第１１項に準ずるものとし、別途当金庫所定の組戻し手数料（消費税を含みます。）が必要となります。なお、当初

振込に要した振込手数料は返却しません。 

１３．取引依頼内容の照会 

取引の依頼内容は、契約者は、端末により当金庫所定の期間、方法によって照会できるものとします。 

１４．取引内容の確認 

（１） 契約者は、本サービスによる取引後、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を確認するも

のとします。取引内容、残高に相違があるときは、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。 

（２） 契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして

取扱います。 
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第９条  口座振替サービス 

１．サービスの内容 

口座振替サービスとは、契約者からの本サービスによる依頼に基づき、口座振替により集金し、代表口座または利用口座に入金する

サービスをいいます。 

２．振替事務の委託 

当金庫は、契約者からの依頼による本サービスを利用した口座振替による集金事務を受託します。 

３．引落先指定口座 

口座振替の引落先として指定できる口座は、当金庫本支店の口座とします。なお、引落先指定口座の預金科目等は、当金庫所定の

ものとします。 

４．入金先口座 

口座振替による集金資金の入金口座は、第２条による契約者が指定した代表口座または利用口座とします。 

５．預金口座振替依頼書の受理等 

（１） 当金庫は、預金者から口座振替の依頼を受けた場合は、預金口座振替依頼書（以下、「依頼書」といいます。）の提出を求め、記

載事項を確認のうえ、依頼書を受理します。 

（２） 契約者は、預金者から依頼書を受理した場合は、依頼書を当金庫に提出するものとします。当金庫は、記載事項を確認のうえ、こ

れを受理します。ただし、依頼書に印鑑相違等その他不備事項がある場合は、これを受理せずにすみやかに契約者に返却します。 

６．口座振替日 

（１） 口座振替日は、毎月一定日とします。ただし、当日が当金庫の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。 

（２） 口座振替日を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の手続きを行ったうえ、預金者に周知徹底をはかるものとします。なお、当

金庫は預金者に対して特別な通知等を行いません。 

７．取引限度額 

（１） １日あたりおよび１回あたりの取引限度額は、当金庫所定の取引限度額（口座振替手数料は含みません。）以内で、契約者がお申

込みいただいた取引限度額の範囲内とします。なお、当金庫は、当金庫所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更

することがあります。 

（２） 契約者が取引限度額を変更する場合は、当金庫所定の方法により届出るものとします。当金庫所定の取引限度額または契約者

により申込まれた取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、

変更後の取引限度額にかかわらず実行します。 

８．振替依頼 

契約者は、当金庫所定の時間内に当金庫所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容および確認用パスワードを正確に入

力のうえ、当金庫に依頼するものとします。 

９．取引依頼内容の確定 

当金庫は、前項の確認用パスワードを受信し、届出の確認用パスワードとの一致を確認した場合は、当金庫は、契約者本人の取引

依頼が確定したものと認め、当金庫所定の方法で口座振替の手続きを行います。契約者は、受付が完了したことを必ず本サービスの

取引状況照会等で確認するものとします。 

１０．振替処理 

当金庫は、振替依頼に基づき、振替指定日に預金者の指定預金口座から振替処理を行います。 

１１．口座への入金 

当金庫は、口座振替した金額から第１５項に定める口座振替手数料（消費税を含みます。）を差し引いた金額を申込書に記載された

代表口座または利用口座に入金します。 

１２．振替不能分の再請求 

振替不能分について再度口座振替により集金するときは、契約者は、次回の口座振替にこれを含めるものとします。この場合、再集

金分と次回集金分の振替について優先順位をつけることはできません。 

１３．振替結果通知 

当金庫は、所定の時限までに振替結果明細を通知します。 

１４．預金者への通知 

当金庫は、口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促は行いません。 

１５．口座振替手数料 

口座振替に際しては、当金庫所定の口座振替手数料がかかります。 

１６．変更・解約通知 

当金庫は、預金者の申出または当金庫の都合により預金者との預金口座振替契約を変更または解約した場合は、契約者にその旨

通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約した場合は通知しません。 

１７．取引依頼内容の取消 

契約者が当金庫に依頼した取引については、取消可能時限までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて当金庫所定の方法により

取消を行うことができるものとします。なお、当金庫への依頼時間帯によっては、取消できなことがあります。 

１８．取引依頼内容の照会 

口座振替の依頼内容は、契約者は、端末により当金庫所定の期間、方法によって照会できるものとします。 

１９．取引内容の確認 

（１） 契約者は、本サービス取引後、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を確認するものとし

ます。取引内容、残高に相違があるときは、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。 

（２） 契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして

取扱います。 

 

第１０条  取引店の変更 

１．代表口座の取引店変更 

契約者の都合により代表口座の取引店を変更する場合は、契約者は当金庫所定の方法により届出るものとします。 
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２．店舗統廃合等による取引店変更 

店舗の統廃合等、当金庫の都合により代表口座の取引店が変更された場合は、原則として本サービスの内容は、当金庫が指定する

新たな取引店に引き継がれるものとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。 

 

第１１条  届出事項の変更 

１．諸届出事項の変更 

契約者は、申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合は、届出印により押印した当金庫所定の書面により取引店に直ちに

届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

２．変更届出がない場合の取扱い 

前項の届出がなかったことにより当金庫からの通知、送付する書類、電子メール等が延着または到着しなかった場合は、通常到達す

べきときに到達したのものとみなします。 

 

第１２条  解約等 

本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 

１．契約者による解約 

契約者から当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は、当金庫の解約手続きが終

了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。 

２．当金庫からの解約 

（１） 当金庫の都合により解約する場合は、当金庫は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。なお、届出住所等宛に発信し

た当金庫の解約の通知が遅延または到着しなかった（受領拒否を含みます。）場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（２） 契約者に次のいずれかの事由が生じたときは、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく本サービスを解約できるものとしま

す。なお、本サービスの利用途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料の返却は行いません。 

ⅰ．本利用規定に違反する等、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。 

ⅱ．１年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 

ⅲ．利用停止登録後２か月以内に利用停止解除がなされないとき。 

ⅳ．当金庫に支払うべき本サービスにかかる手数料等の支払いが滞ったとき。 

ⅴ．住所変更の届出を怠る等により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。 

ⅵ．支払の停止または破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始等の申立て等があったとき。契

約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えもしくは競売手続きの開始、または解散や活動の休止がされたとき。 

ⅶ．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

ⅷ．電子メールアドレスを保有しなくなったとき。 

ⅸ．当金庫への本利用規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 

ⅹ．ログインＩＤ、パスワード、暗証番号、電子証明書または合言葉を不正に使用したとき。 

３．当金庫からのサービス提供の停止 

契約者が当金庫との他の取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金

庫はいつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。 

４．口座の解約等 

利用口座が解約された場合は、その口座にかかわる限りにおいて、本サービスは解約されたものとします。また、代表口座が解約さ

れた場合は、本サービスが全て解約されたものとみなします。 

５．解約後の未完了取引 

本サービスが解約等により終了した場合は、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効

とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。 

 

第１３条  免責事項 

次に掲げる事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

１．通信手段の障害等 

当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータ等の障害、

電話の不通等により本サービス取扱いの遅延または不能、当金庫送信情報に誤謬、脱漏等が生じた場合。 

２．通信経路における取引情報の漏洩等 

公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等により契約者のログインＩＤ、パスワード、暗証番号、電

子証明書、合言葉または取引情報等が漏洩、改ざん等がされた場合。 

３．端末の不正使用等 

本サービスの提供にあたり、当金庫が第４条第７項の本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合において、

端末、ログインＩＤ、パスワード、暗証番号、電子証明書、合言葉につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。 

４．印鑑の不正使用等 

申込書をはじめとする各種書類に使用された印影を当金庫への届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱い

を行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。 

５．災害・事変等による取引不能等 

災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの取扱いが遅延または不能となっ

た場合。 

６．端末機器の故障 

本サービスの利用にあたり使用する端末機器および通信機器が正常に稼働しない場合。また、機器が正常に稼働しなかったことによ

り意図した取引が成立しないまたは意図しない取引が成立した場合。 

７．その他 
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（１） 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により入金不能または遅延となった場合。 

（２） システムの更改または障害により本サービスを停止した場合。 

（３） コンピュータウィルスによる障害が生じた場合。 

 

第１４条  規定の準用 

本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型（決済用預金）規定、当座勘定規定等その他

該当の各規定に従って取扱います。 

 

第１５条  規定の変更 

本利用規定の内容については、当金庫が契約者に通知することなく変更することがあります。この場合、変更内容については、当金庫

は、原則として当金庫のホームページに掲載し周知するものとします。契約者より同意しない旨の通知を受領しない場合は、変更内容に

同意したものとみなします。なお、変更日以降は、変更後の内容にて取扱うものとし、この変更によって生じた損害等については、当金庫

は責任を負いません。また、変更に同意しない旨の通知があった場合は、当金庫は、事前に通知することなく本サービスを解約することが

できるものとします。 

 

第１６条  サービスの追加 

本サービスに今後追加されるサービスについては、契約者は、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する

一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービスを追加するにあたり、本利用規定を追加または変更する場合がありま

す。 

 

第１７条  サービスの休止 

当金庫は、システムの維持、安全性の維持その他必要な事由がある場合は、本サービスを全部または一部について休止することができ

ます。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページまたはその他の方法にてお知らせします。なお、緊急を要する場合

は、事前に通知することなく休止できるものとします。 

 

第１８条  サービスの廃止 

当金庫は、本サービスで利用できるサービスの全部または一部について、契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。

また、サービスを廃止するにあたり、本利用規定を追加または変更する場合があります。 

 

第１９条  通知手段 

１．電子メール 

契約者は、当金庫からの通知、確認、案内等の手段として当金庫のホームページへの掲載、電子メールが利用されることに同意する

ものとします。契約者は、届出ている電子メールのアドレスに変更があった場合は、契約者自らが端末から変更登録をするものとします。

変更の登録がされなかったために、当金庫からの通知等が到着しなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負いま

せん。なお、通知は通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。 

２．通知・照会の連絡先 

本サービス利用に関し、当金庫より契約者に通知、照会等する場合は、当金庫は、届出のあった住所または電話番号に連絡します。 

 

第２０条  契約期間 

本サービスの契約期間は、契約日から１年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約満了日から１年間更新される

ものとします。また、更新後も同様な扱いとします。 

 

第２１条  リスクの承諾 

契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用されている当金庫所定のセキュリテ

ィ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うもの

とします。これらの措置にかかわらず、不正利用により契約者が受けた損害等については、当金庫は責任を負いません。 

 

第２２条  海外での利用について 

契約者が日本国外において、本サービスに基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫は、それらの行為はすべて日

本国内で行われたものとみなします。また、契約者が日本国外において、本サービスに基づく諸取引を行ったことにより生じた損害につい

ては、当金庫は責任を負いません。 

 

第２３条  譲渡・質入等の禁止 

本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与等ができないものとします。 

 

第２４条  準拠法・合意管轄 

本サービスに関する準拠法は、日本法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座開設店の所

在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

（附則） 

第１条、第３条、第９条の口座振替は、２０１３年１月より実施します。 

以 上 

（２０１２年１０月） 


